
 

 

 

 

 

 

 

令和 5 年 

伊豆の国市教育委員会 10 月定例会 

会議録  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

令和５年伊豆の国市教育委員会 10月定例会 

 

開会年月日  令和５年 10月 25日（水） 午後３時 00分～午後４時 20分 

場   所  あやめ会館２階 会議室 

日   程 

１ 冒 頭（学校教育課長） 

２ 開 会（教育長） 

３ 会議録署名委員の決定（教育長） 

４ 会期の決定（学校教育課長） 

５ ９月定例会会議録の承認（学校教育課長） 

６ 教育長報告（教育長） 

７ 議事日程（議事進行：教育長） 

日程第 1 報告第 42号 
令和５年伊豆の国市議会9月定例会提出議案の議決につ

いて 

日程第 2 報告第 43号 
伊豆の国市子ども・子育て支援法に係る認定事務等に関

する規則の一部改正について 

日程第 3 報告第 44号 
伊豆の国市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業

実施要綱の一部改正について 

日程第 4 報告第 45号 
伊豆の国市給食費物価高騰支援金交付要綱の制定につい

て 

日程第 5 議案第 48号 
令和５年伊豆の国市議会12月定例会の提出議案の意見聴

取について 

日程第 6 議案第 49号 
伊豆の国市スポーツ推進計画策定・推進委員の委嘱につ

いて 

日程第 7 議案第 50号 
伊豆の国市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱につい

て 

日程第 8 議案第 51号 準要保護児童生徒の就学援助資格の新規認定について 

 



 

 

８ 閉 会（教育長） 

出 席 者  教育委員会 教育長       菊 池 之 利 

            同   委 員       岩 田 幸 晴 

            同   委 員       小 池 陽 子 

            同   委 員       清 水 照 子 

            同   委 員       前 田 泰 宏 

          説明に出席した者の職氏名 

  教育部長          佐 藤 政 志 

  教育施設整備課長      室 野 弘 毅 

生涯学習課長        山 本 浩 之 

  文化財課長         工 藤 雄一郎 

  幼児教育課長        平 井 良 忠 

  学校教育課統括監      内 田 繁 樹 

  学校教育課教育支援監    濵 田 晃 治 

 会議に出席した事務局の職氏名 

学校教育課長         植 松 正 輝 

教育総務係長        土 屋 尚 子 

学校教育課教育総務係    川 口 真由美 

９ その他（進行：学校教育課長） 

① 小・中学校の児童・生徒の問題行動について 

② 次回以降の定例教育委員会の開催について 

 

 



 

 

■植松学校教育課長 

  皆さま、こんにちは。本日は、お忙しい中ご出席いただきありがとうございます。 

開会に先立ちまして、菊池教育長より皆さまにごあいさつ申し上げます。 

■菊池教育長 

＜略＞ 

■菊池教育長 

本日は、４名出席しておりますので、委員会は成立しております。 

ただいまより、令和５年教育委員会 10月定例会を開催いたします。本日の会議録に署

名する委員は、岩田委員と清水委員にお願いいたします。 

■植松学校教育課長 

  会議に先立ちまして、報告をさせていただきます。９月 26日に、９月定例会議決事項

に関する一部変更に対する書面議決をいただきました。総員の承認を持ちまして原案ど

おり一部変更が承認されましたのでご報告いたします。 

■植松学校教育課長 

  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりでございます。 

会期につきましては、本日 10 月 25 日、１日のみということで処理をしたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

■委員一同   

（異議なし） 

■植松学校教育課長 

ありがとうございます。本日１日だけということでお願いします。 

次に、先月行いました教育委員会９月定例会開催分の会議録の報告と承認の件に入り

ます。 

会議録の写しを配付してございます。実施日、出席者、議案の案件、議決内容、署名等

の会議内容を記載してございます。こちらについては、見ていただき承認されたという

ことで処理をさせていただきますが、いかがでしょうか。 

■委員一同 

（異議なし） 

■植松学校教育課長 

  ありがとうございます。ここで、教育長から報告事項を申し上げます。 

■菊池教育長 

＜略＞ 



 

 

■植松学校教育課長 

この後、議事に入りますが、ここからの進行は、菊池教育長にお願いいたします。 

■菊池教育長 

  それでは、本日の議事日程に入ります。 

  日程第 1 報告第 42号「令和５年伊豆の国市議会９月定例会提出議案の議決につい

て」の説明をお願いします。 

■植松学校教育課長 

報告第 42号「令和５年伊豆の国市議会 9月定例会提出議案の議決について」説明い

たします。 

表紙をご覧ください。３件ありますが、一括して説明をさせていただきます。 

この議案３件は、７月 28日開催の定例教育委員会において、意見を皆様より頂いた

ものになります。 

資料１ページ目、令和５年度伊豆の国市一般会計補正予算をご覧ください。 

当市の教育委員会、全体の事で主なものを申し上げます。幼稚園をはじめとし、市

内学校そして教育部関係課職員の人件費、これらの当初予算との差による補正額の計

上、また、ここ数回皆様にご説明しております歴史文化拠点施設の整備推進事業とし

て、展示施設の基本計画の策定をするための委託料、これらの予算について補正の議

決をいただいたので示しております。 

２件目です。資料２ページ目になります。 

「こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係

条例の整理に関する条例の制定について」です。こども家庭庁設置、これの法の施行

に伴い、本市の特定教育施設、また保育施設、特定地域型保育事業の運営や負担額等

に関連する条例、子供子育て会議条例、これらの関係条文の条項がずれております。

また文言の一部修正等がありましたので、これらを整理しました。上程をしたところ、

議決をいただいたものです。 

そして３件目になります。資料６ページです。「権利の放棄について（幼稚園の給食

費）」になります。 

こちらは、かねてよりの幼稚園給食費の過年度滞納分を、不納欠損として処理をし

ますという案件を上程したものです。この件につきましても、原案通り可決をいただ

いております。 

以上、３件の上程議案について、市議会９月定例会においていずれも原案通り可決

されましたので、ここで報告させていただくものです。説明は以上になります。 



 

 

■菊池教育長 

  説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

  よろしいでしょうか。 

■菊池教育長 

  続きまして、日程第２ 報告第 43号「伊豆の国市子ども・子育て支援法に係る認定

事務等に関する規則の一部改正について」の説明をお願いします。 

■平井幼児教育課長 

報告第 43号「伊豆の国市子ども・子育て支援法に係る認定事務等に関する規則の一

部改正について」説明いたします。 

資料１ページをご覧ください。 

伊豆の国市の子ども・子育て支援法に係る認定事務等に関する規則の一部を次のよ

うに改正いたします。規則第６条中法第 19 号第１項第２号を法第 19 条第２号に改め

ます。 

次ページに新旧対照表がございます。子ども・子育て支援法が改正され、法第 19条

第２項が削除されたことにより、法第 19 条第１項としていた箇所を法第 19 条に改め

ました。この改正による制度への影響はありません。説明は以上です。 

■菊池教育長 

  説明が終わりました。何か質問はございますか。 

  よろしいでしょうか。 

■菊池教育長 

  続きまして、日程第３ 報告第 44号「伊豆の国市副食費の施設による徴収に係る補

足給付事業実施要綱の一部改正について」の説明をお願いします。 

■平井幼児教育課長 

報告第 44号「伊豆の国市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱の一

部改正について」説明いたします。 

資料１ページをご覧ください。 

伊豆の国市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱の一部を次のよう

に改めます。要綱第４条中、４千 500円を４千 700円に改めます。 

また、別記様式中（第５条関係）を、（第５条関係）（用紙日本産業規格Ａ４縦型）

に、そして様式中の４千 500円を４千 700円に改めます。 

次のページ以降に新旧対照表があります。 

今回の改正でございますが、子ども・子育て支援交付金の 1 人当たり月額補助基準



 

 

額が改正されたことによるものです。この要綱は公示の日から施行し、令和５年４月

１日から適用となっております。説明は以上です。 

■菊池教育長 

  説明が終わりました。何か質問はございますか。 

  よろしいでしょうか。 

■菊池教育長 

  続きまして、日程第４ 報告第 45号「伊豆の国市給食費物価高騰支援金交付要綱の

制定について」の説明をお願いします。 

■平井幼児教育課長 

報告第 45号「伊豆の国市給食費物価高騰支援金交付要綱の制定について」説明いた

します。 

資料１ページをご覧ください。 

この要綱は、給食費を提供している市内の民間保育所等に対し、物価上昇分として

給食費の５％相当額を支援することで保護者の負担を軽減し、品質や栄養バランスの

とれた給食を提供することを目的としております。令和４年度にも、物価高騰に係る

給食費の５％相当の支援金を交付いたしましたが、令和５年度も同様に支援をするも

のです。昨年の要綱が令和４年度に限るものであったことから、新たに令和５年度の

交付要綱を作成いたしました。対象施設は、市内の保育所、認定こども園及び地域型

保育所となっております。２ページから６ページが、今回制定した要綱となっていま

す。説明は以上です。 

■菊池教育長 

  説明が終わりました。何か質問はございますか。 

  よろしいでしょうか。 

■菊池教育長 

  続きまして、日程第５ 議案第 48号「令和５年伊豆の国市議会 12月定例会の提出

議案の意見聴取について」の説明をお願いします。 

■植松学校教育課長 

議案第 48 号 令和５年伊豆の国市議会 12 月定例会に提出する議案について市長よ

り意見を求められておりますので、教育委員皆様のご意見を頂戴するものです。 

はじめに、「伊豆の国市立認定こども園設置条例の制定について」また「伊豆の国市

立幼稚園預かり保育条例の一部を改正する条例の制定について」の関連する２案件に

ついては、幼児教育課から説明させていただきます。 



 

 

■平井幼児教育課長 

幼児教育課平井です。はじめに、「伊豆の国市立認定こども園設置条例の制定につい

て」説明いたします。 

こちらは、伊豆の国市認定こども園を令和６年４月に設置するため、伊豆の国市立

認定こども園条例を制定いたします。 

また、認定こども園の設置に伴う保育所と幼稚園を廃止するため、伊豆の国市立学

校設置条例及び伊豆の国市立保育所条例の一部を改正するものであります。内容とし

ては、伊豆の国市立長岡保育園と伊豆の国市立長岡幼稚園を統合し、幼保連携型こど

も園「伊豆の国市立にじいろこども園」を設置いたします。これに伴い設置条例を制

定するものであります。 

また、その附則にて、伊豆の国市立学校設置条例中にある「伊豆の国市立長岡幼稚

園」の名称を削り、また、伊豆の国市立保育所条例第２条にある「伊豆の国市立長岡

保育園」を削除することを明記します。施行期日は、令和６年４月１日からとなって

おります。 

続きまして、「伊豆の国市立幼稚園預かり保育条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」ご説明いたします。 

こちらの要旨ですが、市の進める子育て支援や認定こども園の設置に伴い、預かり

保育条例の一部の改正を議案上程するものです。 

それでは、内容について説明させていただきます。 

伊豆の国市の預かり保育制度は、幼稚園で 14 時 30 分以降子ども達を預かる制度で

ございます。今までは、就労していないかたは日額 200円で、14時 30分から 17時ま

で預かる一時型と、月 60 時間以上の就労要件があり保育が必要と認められたかたは、

月額５千 500 円の定額で、朝７時 45 分から８時 30 分までと 14 時 30 分から 17 時 30

分まで預けることが可能な定期型の２つの区分がございます。 

しかし今まで、市と国の助成制度の違いが課題となっており、今回、その課題を整

合性を取る形で改正するものとなっております。 

市の定期型は月額５千 500 円を納付すると、幼稚園が開園している平日、何日でも

利用できるとなっておりました。しかし、国は実績に基づいて１日 450 円を助成する

という制度なので、両者の制度の違いで、保護者は月に 13日以上利用しないと、定額

である５千 500 円と実績に基づく助成額との差額を市に支払うことになり、利用回数

の少ない保護者に負担が発生し、利用回数が多い保護者は、負担が無くなるという逆

転現象が発生しておりました。 



 

 

また、一時型では１時間預ける方と２時間預ける方が日額のため同料金であったと

いうことなどを考慮し、今回、国の制度に合わせて制度の見直しを図ることで先ほど

の逆転現象をなくします。 

また、預かり保育時間に基づく実績での料金にすることで、保護者に分かりやすい

制度に改正したいと思っております。 

今回の改正にあたり、子育て支援の一環として国の１日あたりの助成が 450 円であ

ることから、料金設定を 450 円以内とし、就労要件のある保護者の負担を実質的にな

くし、また保育園との料金差をなくすこととしました。改正案を見ていただきますと、

改正前は月額定額制がありましたが、改正後は全て時間制に変更いたしました。 

また、定期型と一時型の区分をなくしましたが、就労要件のある方は別に資格認定

をしており、その点については変更ございません。 

設定する料金は、平日１日当たり、最大で 400円までとし、長期休業中は、１日 500

円から 450円に、引き下げを行いました。 

また、就労要件のない預かりについても日額ではなく、時間制とすることで分かり

やすくし、制度のスリム化を図った次第です。 

今回の見直しの効果として、就労要件のある保護者の負担が実質なくなり、全ての

保護者に分かりやすい制度となる。そして現場での料金算定等が簡素化され、事務の

負担軽減に繋がると考えております。 

また、今後利用申請についても、電子申請の導入を検討し、できれば令和６年４月

から導入できればと考えております。説明は以上です。 

■菊池教育長 

  それでは、なにか質問はございますか。 

■前田委員 

計算方法が事務の負担軽減になるという話でしたが、時間制でなく月額あるいは日

額制のほうが、計算が簡単な気がしますが、その辺りはどうなのでしょうか。 

■平井幼児教育課長 

定額制の場合は、国が実績に基づいて 1日 450円の助成をするため、通園が 13日を

超えると合計５千 500円を超えますので、保護者負担なしになります。 

しかし、具体例を挙げると定額制で月 10日しか通園できなかった場合、１日 450円

の助成が４千 500 円分しかないため、市の規定で月額５千 500 円との差額１千円を保

護者に請求することになります。そのため、定額制でも子供の通園の状況を全部精査

した上で請求する事務が今まで発生しておりました。園でも通園の状況を全てチェッ



 

 

クしているのですが、定額と日額という違いがあり事務が少し煩雑になっていると現

場からの声も聞いておりました。今回の変更で、利用時間数掛ける 100 円というかた

ちと、その中で就労要件のある方を引き抜けば、あと請求するだけの方が残るだけに

なりますので、請求担当の事務が簡素化されると考えています。 

■前田委員 

現場の事務がより煩雑になったら、それは良くないなと思いますので質問させてい

ただきました。また、保護者の負担が減ることは良い事だと思います。 

■菊池教育長 

  他にありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

■菊池教育長 

それでは、続きまして補正予算の説明をお願いいたします。 

■植松学校教育課長 

  資料５ページをお願いいたします。 

  令和５年度伊豆の国市一般会計補正予算第４号になります。 

こちら「地方教育行政の組織および運営に関する法律」第 29条の規定に基づいて教

育委員の皆様より、ご意見を頂戴したいとするものです。 

  資料６ページをお願いします。 

第２表、債務負担行為の補正を表しております。 

この債務負担行為というものですが、令和６年４月から事業を執行するために、事

業を委託する事業者を令和６年１月頃に選定するため、予約的行為を行うための予算

です。年度末３月の予算決議を経てからでは、４月からスタートを切るのに間に合わ

ないため行うものです。 

表の内容を簡単に説明させていただきます。 

１段目から順に、清掃用具借上料。こちらは各学校をはじめ、教育委員会が所管す

る教育施設等の清掃用具借上料になります。 

次ですが、各施設に設置する除細動器（ＡＥＤ）の借上料となっております。 

３つ目ですが、小中学校で使うパソコンまたはタブレット、ＩＣＴ機器、これらの

フィルタリングソフト使用料となっております。 

４つ目は、医療的ケア児に対し看護師を派遣するための派遣料。 

５つ目が、給食用ダムウェーター、これは各学校の給食配膳を１階から上階へと運

ぶ給食用エレベーターの保守点検委託料となります。 

最後に清掃業務委託料です。これは長岡体育館を対象としたものになります。 



 

 

続いて資料７ページをお願いいたします。 

12月補正予算、歳入となります。教育費寄附金として、歴史文化展示施設建設に当

たり事業者様から寄附を頂きました。 

資料８ページをお願いいたします。 

歳出です。資料１段目、２段目ですが、所管職員の時間外勤務にかかる人件費の補

正になります。３段目の７項 保健体育費スポーツ推進委員活動事業は、市政 20 周年

事業の検討等をはじめ、コロナ渦が開けたことから各種事業を活発に進める方向にな

っております。これらにより不足する委員の報酬を補正するものです。次の、スポー

ツ賞賜金ですが、各種大会等において成績を残し、県または全国大会等に出場する出

場者に対する応援、お祝いの交付金になります。 

資料１番下の文化財保護費については、歳入で説明させていただきました寄附の受

け入れとなってございます。 

また、資料中に記載がありませんが、例年 12月に人事院勧告があり市役所職員人件

費の補正が総務課で一括して行われます。これらについては、全体として取り扱って

いますので、ここでご承認いただければと考えています。説明は以上となります。 

■菊池教育長 

  学校教育課長から一般会計の補正予算について、12月議会への提案内容の説明があ

りましたが、なにか質問はございますか。よろしいでしょうか。 

■菊池教育長 

前に２件、提案事項について説明がありましたが、全体として何か質問がありまし

たらお願いいたします。 

■菊池教育長 

市長に述べる意見はありますか。 

■委員一同 

 （意見なし） 

■菊池教育長 

  よろしいですか。それではお諮りします。議案第 48号「令和５年伊豆の国市議会 12

月定例会の提出議案の意見聴取について」は承認でよろしいでしょうか。 

■委員一同 

 （異議なし） 

■菊池教育長 

  議案第 48号「令和５年伊豆の国市議会 12月定例会の提出議案の意見聴取について」



 

 

は、原案どおり承認された旨を市長へ回答します。 

  続きまして、日程第６ 議案第 49号「伊豆の国市スポーツ推進計画策定・推進委員

の委嘱について」の説明をお願いします。 

■山本生涯学習課長 

議案第 49号「伊豆の国市スポーツ推進計画策定・推進委員の委嘱について」説明い

たします。 

資料３ページをご覧ください。 

伊豆の国市スポーツ推進計画策定・推進委員会設置要綱です。 

スポーツ推進計画は本市におけるスポーツに係る施策を総合的かつ計画的に推進す

るために作成するものとなります。今回の委嘱は第４条の規定に基づきスポーツ団体

等の関係者・教育、行政機関職員・学識経験者・その他教育委員会が必要と認めたも

のを委嘱するものです。 

資料１ページには、委嘱する方の 10名のお名前と役職等を記載しております。 

なお、当該委員については今回が初めての委嘱となりますので、皆さん新任となり

ます。委嘱期間は 11月１日から令和６年３月 31日までとなります。説明は以上です。 

■菊池教育長 

  説明が終わりました。何かご質問等はございますか。 

  よろしいでしょうか。 

■菊池教育長 

  よろしいですか。それではお諮りします。議案第 49号「伊豆の国市スポーツ推進計

画策定・推進委員の委嘱について」は承認でよろしいでしょうか。 

■委員一同 

 （異議なし） 

■菊池教育長 

  議案第 49号「伊豆の国市スポーツ推進計画策定・推進委員の委嘱について」は、承

認されました。 

  続きまして、日程第７ 議案第 50号「伊豆の国市いじめ問題対策連絡協議会委員の

委嘱について」の説明をお願いします。 

■濵田教育支援監 

 学校教育課濵田です。議案第 50号「伊豆の国市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱

について」説明します。 

この協議会は、伊豆の国市いじめ問題対策連絡協議会等条例第３条の規定に基づき、



 

 

いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し、必要な事項を協議すると

ともに、該当機関及び団体相互の連携調整を図るものとして設置されています。 

ご承認をいただいて委嘱した中村裕子委員がご逝去されたことに伴い、新たに望月満

美氏に委嘱したいと考えるものです。望月氏は民生児童委員として活躍されています。 

委嘱期間は令和 5年 10月 25日から令和 6年 3月 31日までです。説明は以上です。 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

■菊池教育長 

  よろしいですか。それではお諮りします。議案第 50号「伊豆の国市いじめ問題対策

連絡協議会委員の委嘱について」は承認でよろしいでしょうか。 

■委員一同 

 （異議なし） 

■菊池教育長 

 議案第 50号「伊豆の国市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について」は、承認さ

れました。 

続きまして、日程第８ 議案第 51号「準要保護児童生徒の就学援助資格の新規認定

について」の説明をお願いします。 

■植松学校教育課長 

＜略＞ 

■菊池教育長 

議案第 51号「準要保護児童生徒の就学援助資格の新規認定について」は、承認され

ました。 

  これで、本日予定されました付議事項につきましては、すべて終了しました。 

  ここで、10月定例会を閉会といたします。 

  

 

 

令和５年 11月  日 

           署名委員               ○印 

 

署名委員               ○印 



 

 

  


